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(57)【要約】
【課題】標示体を特定の領域に固定する必要がない掃除
ロボットの制御システムおよび制御方法を提供する。
【解決手段】少なくとも１つの標示体と、当該標示体の
位置を検出および記録して記録結果を生成し、かつ当該
生成された記録結果をロック（ｌｏｃｋ）するロック機
能を備える清掃ロボットとを含む清掃ロボットの制御シ
ステムであって、当該ロック機能が起動されると、当該
清掃ロボットは当該記録結果に基づいて清掃動作を実行
し、当該ロック機能が起動され、かつ当該標示体が取り
除かれたとき、当該清掃ロボットは、当該標示体の取り
除かれる前の位置に基づいて当該清掃動作を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの標示体と、
　当該標示体の位置を検出および記録して記録結果を生成し、かつ当該生成された記録結
果をロック（ｌｏｃｋ）するロック機能を備える清掃ロボットとを含む清掃ロボットの制
御システムであって、
　当該ロック機能が起動されると、当該清掃ロボットは当該記録結果に基づいて清掃動作
を実行し、
　当該ロック機能が起動され、かつ当該標示体が取り除かれたとき、当該清掃ロボットは
、当該標示体の取り除かれる前の位置に基づいて当該清掃動作を実行することを特徴とす
る掃除ロボットの制御システム。
【請求項２】
　前記清掃ロボットが前記記録結果に基づいて特定領域を定める請求項１に記載の掃除ロ
ボットの制御システム。
【請求項３】
　前記清掃ロボットが前記特定領域内で前記清掃動作を実行する請求項２に記載の掃除ロ
ボットの制御システム。
【請求項４】
　前記標示体が前記特定領域の中心に位置する請求項３に記載の掃除ロボットの制御シス
テム。
【請求項５】
　前記清掃ロボットが前記特定領域の外側で前記清掃動作を実行する請求項２に記載の掃
除ロボットの制御システム。
【請求項６】
　前記清掃ロボットが前記標示体の位置を判断する判断機能を備え、
　当該判断機能が起動されると、当該清掃ロボットが当該標示体の位置を判断し始めて、
判断結果を生成し、
　当該判断機能が起動され、かつ当該判断結果が前記記録結果と異なるとき、当該清掃ロ
ボットは、当該判断結果に基づいて当該記録結果を更新する請求項２に記載の掃除ロボッ
トの制御システム。
【請求項７】
　前記ロック機能が起動され、かつ前記判断機能は起動されていないときであって、前記
標示体の位置が変更されて前記特定領域に位置している場合に、
　前記清掃ロボットは、当該標示体を障害物とみなす請求項６に記載の掃除ロボットの制
御システム。
【請求項８】
　前記清掃ロボットが消去機能を備え、当該消去機能が起動されると前記記録結果が消去
される請求項１に記載の掃除ロボットの制御システム。
【請求項９】
　前記清掃ロボットが編集機能を備え、当該編集機能が起動されると前記記録結果が編集
される請求項１に記載の掃除ロボットの制御システム。
【請求項１０】
　前記標示体の表面に特定の模様が形成されており、光線が当該特定の模様を照らすと反
射光が生成され、前記清掃ロボットが当該反射光に基づいて当該標示体の位置を得る請求
項１に記載の掃除ロボットの制御システム。
【請求項１１】
　少なくとも１つの標示体と、
　当該標示体の位置を検出および記録して記録結果を生成し、かつ当該生成された記録結
果をロック（ｌｏｃｋ）するロック機能を備える清掃ロボットとを含む清掃ロボットの制
御方法であって、
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　当該標示体の位置を検出および記録して記録結果を生成する工程と、
　当該ロック機能が起動されると当該清掃ロボットが当該記録結果に基づいて清掃動作を
実行する工程と、
　当該ロック機能が起動され、かつ当該標示体が取り除かれたときに、当該清掃ロボット
が当該標示体の取り除かれる前の位置に基づいて当該清掃動作を実行する工程とを含むこ
とを特徴とする掃除ロボットの制御方法。
【請求項１２】
　前記記録結果に基づいて特定領域を定める工程をさらに含む請求項１１に記載の掃除ロ
ボットの制御方法。
【請求項１３】
　前記特定領域内で前記清掃動作を実行するよう前記清掃ロボットを制御する工程をさら
に含む請求項１２に記載の掃除ロボットの制御方法。
【請求項１４】
　前記標示体が前記特定領域の中心に位置する請求項１３に記載の掃除ロボットの制御方
法。
【請求項１５】
　前記特定領域の外側で前記清掃動作を実行するよう前記清掃ロボットを制御する工程を
さらに含む請求項１２に記載の掃除ロボットの制御方法。
【請求項１６】
　前記清掃ロボットが前記標示体の位置を判断する判断機能を備え、
　当該判断機能が起動されると、当該清掃ロボットが当該標示体の位置を判断して判断結
果を生成する工程と、
　当該判断結果が前記記録結果と異なるとき、当該清掃ロボットが当該判断結果に基づい
て当該記録結果を更新する工程とを含む請求項１２に記載の掃除ロボットの制御方法。
【請求項１７】
　前記ロック機能が起動され、かつ前記判断機能は起動されていないときであって、前記
標示体の位置が変更されて前記特定領域に位置している場合に、
　前記清掃ロボットは、当該標示体を障害物とみなす請求項１６に記載の掃除ロボットの
制御方法。
【請求項１８】
　前記清掃ロボットが消去機能を備えており、当該消去機能が起動されると前記記録結果
を消去する工程を含む請求項１１に記載の掃除ロボットの制御方法。
【請求項１９】
　前記清掃ロボットが編集機能を備えており、当該編集機能が起動されると前記記録結果
を編集する工程を含む請求項１１に記載の掃除ロボットの制御方法。
【請求項２０】
　前記標示体の表面に特定の模様が形成されており、光線が当該特定の模様を照らすと反
射光が生成され、前記清掃ロボットが当該反射光に基づいて当該標示体の位置を得る請求
項１１に記載の掃除ロボットの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は清掃ロボットの制御システムおよび制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩に伴い、清掃ロボットを含む電気製品の種類が増えてきた。一般に、清掃ロ
ボットの清掃領域を限定するのに、標示体（ｓｉｇｎ　ｏｂｊｅｃｔ）が用いられている
。清掃ロボットが清掃動作を実行するときに、標示体の存在を清掃ロボットが検出すると
、清掃ロボットはその標示体の領域を回避する。
【０００３】
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　例えば、特許文献１には、仮想壁として赤外線を利用した掃除システムが開示されてい
る。具体的には、特許文献１には、移動ロボットに赤外線センサを搭載し、当該移動ロボ
ットの移動範囲を制限する境界に赤外線を放射する境界信号送信機を配置して、当該移動
ロボットが赤外線を越えないようにするロボット閉じ込めシステムが開示されている。ま
た、特許文献１には、好適な実施例として、当該移動ロボットに掃除機構を備えた構成に
ついての開示がされている。
【０００４】
　また、特許文献２には、部屋の中を自走して掃除を行う自走式掃除機の移動領域を制限
する仮想壁システムが開示されている。具体的には、特許文献２には、境界の生成と自走
式掃除ロボットが進入したことの検出を行うことができる状態表示手段を持ち、自走式掃
除ロボットが境界へ進入したことをユーザに提示することができる仮想壁発生装置を備え
た自律移動ロボットの仮想壁システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２２８４２１号公報
【特許文献２】特開２００９－３０１２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示のロボット閉じ込めシステムにおいて、移動ロボットの移動
範囲を制限するために備えられる境界信号送信機は、この移動範囲の境界を規定する軸に
沿って赤外線ビームを放射するために当該移動ロボットと同一空間に常設する必要がある
。また、特許文献２に開示の自律移動ロボットの仮想壁システムにおいても、自走式掃除
機の移動領域を制限するために備えられる仮想壁発生装置は、この移動領域の境界を規定
する軸に沿って信号を送信するために当該自律移動ロボットと同一空間に常設する必要が
ある。
【０００７】
　よって、特許文献１および特許文献２では、清掃ロボットが清掃動作を実行する前に、
ユーザーが標示体を設置する必要がある。ユーザーが標示体の設置を忘れた場合、清掃ロ
ボットは危険な領域、例えば屋外領域に入ってしまう可能性がある。さらに、より優れた
清掃効果を得るために、通常は、清掃ロボットの清掃領域を縮小するべく複数の標示体が
必要とされる。しかし、多数の標示体を用いた場合には、コストを増加させてしまうだけ
でなく、家の内装の装飾および外観を損ねてしまう。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解消するために案出されたものであり、その目的は、標示
体をある特定の領域に固定する必要がなく、またユーザーが標示体を１度設置するだけで
よい掃除ロボットの制御システムおよび制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明に係る掃除ロボットの制御システム：　本発明に係る掃除ロボットの制御システム
は、少なくとも１つの標示体と、当該標示体の位置を検出および記録して記録結果を生成
し、かつ当該生成された記録結果をロック（ｌｏｃｋ）するロック機能を備える清掃ロボ
ットとを含む清掃ロボットの制御システムであって、当該ロック機能が起動されると、当
該清掃ロボットは当該記録結果に基づいて清掃動作を実行し、当該ロック機能が起動され
、かつ当該標示体が取り除かれたとき、当該清掃ロボットは、当該標示体の取り除かれる
前の位置に基づいて当該清掃動作を実行することを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが前記記録結果に基づ
いて特定領域を定めることが好ましい。
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【００１１】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが前記特定領域内で前
記清掃動作を実行することが好ましい。
【００１２】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記標示体が前記特定領域の中心に位置
することが好ましい。
【００１３】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが前記特定領域の外側
で前記清掃動作を実行することが好ましい。
【００１４】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが前記標示体の位置を
判断する判断機能を備え、当該判断機能が起動されると、当該清掃ロボットが当該標示体
の位置を判断し始めて、判断結果を生成し、当該判断機能が起動され、かつ当該判断結果
が前記記録結果と異なるとき、当該清掃ロボットは、当該判断結果に基づいて当該記録結
果を更新することが好ましい。
【００１５】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記ロック機能が起動され、かつ前記判
断機能は起動されていないときであって、前記標示体の位置が変更されて前記特定領域に
位置している場合に、前記清掃ロボットは、当該標示体を障害物とみなすことが好ましい
。
【００１６】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが消去機能を備え、当
該消去機能が起動されると前記記録結果が消去されることが好ましい。
【００１７】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記清掃ロボットが編集機能を備え、当
該編集機能が起動されると前記記録結果が編集されることが好ましい。
【００１８】
　本発明に係る掃除ロボットの制御システムは、前記標示体の表面に特定の模様が形成さ
れており、光線が当該特定の模様を照らすと反射光が生成され、前記清掃ロボットが当該
反射光に基づいて当該標示体の位置を得ることが好ましい。
【００１９】
本発明に係る掃除ロボットの制御方法：　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、少な
くとも１つの標示体と、当該標示体の位置を検出および記録して記録結果を生成し、かつ
当該生成された記録結果をロック（ｌｏｃｋ）するロック機能を備える清掃ロボットとを
含む清掃ロボットの制御方法であって、当該標示体の位置を検出および記録して記録結果
を生成する工程と、当該ロック機能が起動されると当該清掃ロボットが当該記録結果に基
づいて清掃動作を実行する工程と、当該ロック機能が起動され、かつ当該標示体が取り除
かれたときに、当該清掃ロボットが当該標示体の取り除かれる前の位置に基づいて当該清
掃動作を実行する工程とを含むことを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記記録結果に基づいて特定領域を定める工
程をさらに含むことが好ましい。
【００２１】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記特定領域内で前記清掃動作を実行するよ
う前記清掃ロボットを制御する工程をさらに含むことが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記標示体が前記特定領域の中心に位置する
ことが好ましい。
【００２３】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記特定領域の外側で前記清掃動作を実行す
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るよう前記清掃ロボットを制御する工程をさらに含むことが好ましい。
【００２４】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記清掃ロボットが前記標示体の位置を判断
する判断機能を備え、当該判断機能が起動されると、当該清掃ロボットが当該標示体の位
置を判断して判断結果を生成する工程と、当該判断結果が前記記録結果と異なるとき、当
該清掃ロボットが当該判断結果に基づいて当該記録結果を更新する工程とを含むことが好
ましい。
【００２５】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記ロック機能が起動され、かつ前記判断機
能は起動されていないときであって、前記標示体の位置が変更されて前記特定領域に位置
している場合に、前記清掃ロボットは、当該標示体を障害物とみなすことが好ましい。
【００２６】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記清掃ロボットが消去機能を備えており、
当該消去機能が起動されると前記記録結果を消去する工程を含むことが好ましい。
【００２７】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記清掃ロボットが編集機能を備えており、
当該編集機能が起動されると前記記録結果を編集する工程を含むことが好ましい。
【００２８】
　本発明に係る掃除ロボットの制御方法は、前記標示体の表面に特定の模様が形成されて
おり、光線が当該特定の模様を照らすと反射光が生成され、前記清掃ロボットが当該反射
光に基づいて当該標示体の位置を得ることが好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、標示体はある特定の領域に固定される必要がなく、またユーザーは標
示体を１度設置するだけでよい。よって、ユーザーの家の内装の装飾および外観が損なわ
れることがない。また、標示体が１つしかない場合は、その標示体を繰り返し使用するこ
とで多数の特定領域を定めることができ、使用の利便性が高まる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の掃除ロボットの制御システムの第１の例示的な実施形態を示す概略図で
ある。
【図２】図１とは異なる実施形態を例示した図である。
【図３】本発明の掃除ロボットの制御システムの第２の例示的な実施形態を示す概略図で
ある。
【図４】図３とは異なる実施形態を例示した図である。
【図５】本発明の掃除ロボットの制御方法の第１の例示的な実施形態を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の掃除ロボットの制御方法の第２の例示的な実施形態を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、添付の図面を参照して、本発明の実施形態について詳細な説明を行う。本発明
は、添付の図面と併せて、以下の例示的な詳細な説明を参照することによってより十分に
理解され得る。
【００３２】
　以下の記載は、本発明を実施するために最良と考えられる形態に関するものである。こ
の記載は、本発明の一般的な原理を説明する目的で開示されるものであり、限定の意味に
解されるべきではない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲を参照することにより判
断されるべきである。
【００３３】
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　本発明は、清掃ロボットの制御システムを提供する。図１に示す清掃ロボットの制御シ
ステムの第１の例示的な実施形態の概略図では、清掃ロボットの制御システム１００は、
標示体１１０および清掃ロボット１３０を含む。より明確に説明するために、図１では単
一の標示体のみを示しているが、これは本発明を限定するものではない。他の実施形態で
は、標示体の数が１よりも多くすることができる。この実施形態において、標示体は、清
掃ロボット１３０をある特定の領域に導くことができ、または清掃ロボット１３０がある
特定の領域に入るのを禁止することができる。一実施形態において、標示体１１０は、実
際の壁を模擬する機能を有し、例えば光線仮想壁（ｌｉｇｈｔ－ｒａｙ　ｖｉｒｔｕａｌ
　ｗａｌｌ）、磁気ストライプ仮想壁（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｓｔｒｉｐｅ　ｖｉｒｔｕａ
ｌ　ｗａｌｌ）、または反射仮想壁（ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｗａｌｌ
）のような仮想壁によって実施される。
【００３４】
　清掃ロボット１３０は、標示体１１０の位置を検出および記録して、記録結果を生成す
る。反射仮想壁を例にとると、反射仮想壁の表面には、例えばバーコードまたはその他の
模様等の特定の模様が形成されている。光線が反射仮想壁の特定の模様を照らすと、反射
仮想壁の表面から反射光が生じる。その反射光に基づいて、清掃ロボット１３０は標示体
１１０の位置を得る。このように、この実施形態では、標示体１１０から提供される情報
（例えば光線、磁場、音波または反射光等）に基づいて、清掃ロボット１３０が標示体１
１０の存在を認識し、ひいては標示体１１０の位置を得る。
【００３５】
　本発明では、清掃ロボット１３０がどのように標示体１１０を検出するかについて限定
されない。一実施形態において、清掃ロボット１３０は、壁に沿って移動、ランダムに移
動、らせん状に移動、または他の方式で移動することによって、標示体１１０から提供さ
れる情報を受け取ることができる。そして、清掃ロボット１３０は、受け取った情報を検
出し、標示体１１０の位置を得る。
【００３６】
　一実施形態では、清掃ロボット１３０は、標示体１１０の位置を検出すると、その移動
経路を記録してマップ情報を生成し、当該マップ情報中の標示体１１０の位置に印を付け
る。別の実施形態では、ユーザーがコンピュータ装置を介して清掃ロボット１３０にマッ
プ情報を与えることができる。この場合、清掃ロボット１３０はマップ情報を自ら作成す
ることはせず、ユーザーに与えられたマップ情報中で標示体１１０の位置に印を付けるだ
けとなる。
【００３７】
　この実施形態では、清掃ロボット１３０はロック機能（ｌｏｃｋｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ）を備える。ロック機能が起動されると、標示体１１０が元の位置から取り除かれて
いても、清掃ロボット１３０は先に記録した記録結果に基づいて清掃動作を実行すること
ができる。例えば、標示体１１０が領域１５１（図２参照のこと。）から取り除かれてい
る場合、清掃ロボット１３０は、標示体１１０が取り除かれる前にあった位置（領域１５
１）に基づいて、清掃動作を実行することができる。
【００３８】
　本発明では、ロック機能がどのように起動されるかについて限定されない。一実施形態
において、リモートコントローラの使用、または清掃ロボット１３０のロックボタン（図
示せず）を押すことによって、ユーザーは清掃ロボット１３０のロック機能を起動するこ
とができる。
【００３９】
　一実施形態において、ロック機能が起動されると、清掃ロボット１３０が標示体の位置
を記録するため、標示体１１０が領域１５１に位置していなくても、清掃ロボット１３０
は、先に記録した記録結果に基づいて、標示体１１０が依然領域１５１に位置しているも
のとみなす。したがって、清掃ロボット１３０は、領域１５１を通過したり、または領域
１５１に進入して清掃動作を実行することなく、領域１５０内で清掃動作を実行すること
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ができる。
【００４０】
　標示体１１０は、領域１５１に固定されないため、使用の利便性が高まる。例えば、ユ
ーザーが清掃ロボット１３０に台所を清掃させたくない場合、ユーザーは、台所の入り口
に標示体１１０を１度設置する。そして、清掃ロボット１３０が標示体１１０の位置を検
出および記録した後、ユーザーは、標示体１１０を取り除く。清掃ロボット１３０のロッ
ク機能が起動されると、清掃ロボット１３０は、台所を除く他の領域の清掃を開始する。
【００４１】
　ロック機能により、ユーザーは、標示体１１０を台所の入り口に１度設置するだけでよ
く、その後は標示体１１０を台所の入り口に設置する必要は無い。清掃ロボット１３０は
、先に記録した記録結果に基づいて清掃動作を実行する。よって、ユーザーの使用の利便
性が高まる。さらに、標示体１１０が継続的にある特定の領域に置かれることがないため
、ユーザーの家の内装の装飾および外観が損なわれない。
【００４２】
　また、清掃領域を再び定める（ｒｅ－ｄｅｆｉｎｅｄ）必要がある場合、ユーザーはロ
ック機能を取り消す（ｉｎａｃｔｉｖａｔｅ）ことができる。次いで、清掃ロボット１３
０は、引き続き新たな標示体があるかを検出しながら、標準的な方式で移動する、例えば
壁に沿って移動したり、ランダムに移動したり、またはらせん状に移動したりすることに
より清掃動作を実行する。一実施形態では、ユーザーは、ロックボタンを再度押すことに
よりロック機能を取り消すことができる。
【００４３】
　一実施形態において、清掃ロボット１３０は消去機能を備える。消去機能が起動される
と、清掃ロボット１３０が先に記録した記録結果が消去される。別の実施形態では、清掃
ロボット１３０は編集機能をさらに備える。編集機能が起動されると、例えば記録した標
示体の位置を取り消すもしくは変更する、または新たな標示体の位置を加える等、先に記
録した記録結果を編集できるようになる。
【００４４】
　さらに、清掃ロボット１３０は判断機能（ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ）を備える。判断機能が起動されると、清掃ロボット１３０は標示体の位置を判断し
始め、判断結果を生成する。判断結果が先に記録した記録結果と異なるとき、清掃ロボッ
ト１３０は判断結果に基づいて記録結果を更新する。
【００４５】
　一実施形態において、標示体の数が変更された（増えたもしくは減った）、または標示
体の位置が変更された場合、判断機能によって記録結果を更新することができる。例えば
、ユーザーが清掃ロボット１３０を寝室および台所に進入させたくない場合があるとする
。この場合、標示体は、元は台所の入り口に置かれていたため、ユーザーは標示体を寝室
の入り口に置くだけでよい。よって、ユーザーが１つの標示体しか有していなくても、清
掃ロボット１３０が２つの領域、つまり寝室と台所に進入するのを禁止することができる
。
【００４６】
　別の実施形態では、ロック機能が起動されて、かつ判断機能が起動されないときに、標
示体１１０の位置が変更され、その位置が変更された標示体１１０が特定領域（例えば領
域１５０）に位置している場合に、清掃ロボット１３０はその標示体を障害物とみなす。
【００４７】
　図３は、掃除ロボットの制御システムの第２の例示的な実施形態を示す概略図である。
この実施形態において、掃除ロボットの制御システム２００Ａは標示体２１１～２１４を
含む。清掃ロボット２３０Ａは標示体２１１～２１４の位置を検出および記録する。標示
体２１１～２１４の位置に基づいて、清掃ロボット２３０Ａは、図中点線で示される特定
領域２５１を定める（ｄｅｆｉｎｅ）。
【００４８】
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　清掃ロボット２３０Ａのロック機能が起動されると、清掃ロボット２３０Ａは清掃動作
を実行し始める。清掃ロボット２３０Ａが特定領域２５１内に位置している場合、清掃ロ
ボット２３０Ａは、特定領域２５１の内側に対して清掃動作を実行する。反対に、清掃ロ
ボット２３０Ａが特定領域２５１の外側に位置している場合、清掃ロボット２３０Ａは、
特定領域２５１の外側に対して清掃動作を実行する。
【００４９】
　さらに、標示体の位置に基づき、ポイント領域（ｐｏｉｎｔ　ａｒｅａ）を定めること
ができる。図４に示されるように、清掃ロボット２３０Ｂは標示体２２１および２２２の
位置を検出および記録する。清掃ロボット２３０Ｂは記録結果に基づいて、ポイント領域
２４１および２４２を定める。次いで、清掃ロボット２３０Ｂのロック機能が起動される
と、清掃ロボット２３０Ｂは、ポイント領域２４１および２４２に対してのみ清掃動作を
実行する。　
【００５０】
　本発明では、ポイント領域２４１および２４２に対し、清掃ロボット２３０Ｂが入る順
序に限定されない。一実施形態において、清掃ロボット２３０Ｂは、先ず清掃ロボット２
３０Ｂに最も近いポイント領域、例えばポイント領域２４１に入り得る。ポイント領域２
４１に対する清掃動作が終了した後、清掃ロボット２３０Ｂは、次に清掃ロボット２３０
Ｂに比較的近い別のポイント領域、例えばポイント領域２４２に入り得る。別の実施形態
では、清掃ロボット２３０Ｂは、標示体２２１および２２２から提供された情報（例えば
光線、磁場、または反射光）に基づいて、標示体２２１および２２２の位置に対し、コー
ディング動作（ｃｏｄｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を実行し得る。次いで、コーディン
グ結果に基づき、清掃ロボット２３０Ｂはポイント領域２４１および２４２に対して清掃
動作を実行する。
【００５１】
　この実施形態では、ポイント領域２４１および２４２のそれぞれは、標示体２２１およ
び２２２を中心として、これらから所定の距離の半径によって決定される。なお、本発明
では、ポイント領域２４１および２４２の大きさと形に限定はない。この実施形態におい
て、ポイント領域２４１および２４２の大きさは等しいものであってよく、かつポイント
領域２４１および２４２の形は円形であってよい。別の実施形態では、ポイント領域２４
１および２４２の大きさと形は異なっていてもよい。
【００５２】
　図５は、本発明の掃除ロボットの制御方法の第１の例示的な実施形態を示すフローチャ
ートである。先ず、標示体の位置が検出および記録されて、記録結果が生成される（ステ
ップＳ３１０）。本発明では標示体の数に限定はない。一実施形態において、標示体の数
は２より多くてもよい。別の実施形態において、標示体は仮想壁とすることができる。
【００５３】
　例えば、標示体を反射仮想壁と仮定する。反射仮想壁の表面には、特定の模様が形成さ
れる。よって、光線が特定の模様を照らすと、その光線を特定の模様が反射して、反射仮
想壁の表面から反射光が生じる。その反射光に基づいて、清掃ロボットは標示体の位置を
得る。
【００５４】
　本発明では、清掃ロボットがどのように標示体を検出するかについて限定されない。一
実施形態において、清掃ロボットは、例えば壁に沿って移動、ランダムに移動、またはら
せん状に移動する等、所定の移動方式で移動することによって、標示体から提供された情
報を受け取ることができる。そして、清掃ロボットは、受け取った情報に基づいて標示体
の位置を記録する。清掃ロボットが標示体の位置を検出すると、清掃ロボットは、その移
動経路を記録してマップ情報を生成すると共に、そのマップ情報中の標示体の位置に印を
付ける。別の実施形態では、マップ情報は、例えばコンピュータ装置のような外部装置に
よって提供され得る。
【００５５】
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　次いで、清掃ロボットは、ロック機能が起動されたかを判断する（ステップＳ３２０）
。本発明では、どのようにロック機能が起動されるかについて限定されない。一実施形態
において、リモートコントローラを使う、または清掃ロボットのロックボタンを押すこと
によって、ユーザーは清掃ロボットのロック機能を起動することができる。
【００５６】
　ロック機能が起動されてない場合、当該制御方法は、ステップＳ３１０に戻り、引き続
き標示体の位置の検出を行う。ロック機能が起動されると、清掃ロボットは、ステップＳ
３１０で生成された記録結果に基づいて清掃動作を実行する（ステップＳ３３０）。この
とき、標示体が取り除かれた場合、清掃ロボットは、標示体の取り除かれる前の位置に基
づいて、なお清掃動作を実行することができる。
【００５７】
　一実施形態において、清掃ロボットは、ステップＳ３１０で生成された記録結果に基づ
いて特定領域を定める。清掃ロボットは、特定領域の内側または外側に対して清掃動作を
実行することができる。別の実施形態において、特定領域はポイント領域であり、かつ標
示体はポイント領域の中心に位置する。ロック機能が起動されると、清掃ロボットは、ポ
イント領域内で清掃動作を実行する。
【００５８】
　一実施形態において、清掃ロボットは判断機能（ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ）を備える。判断機能が起動されると、清掃ロボットは、標示体の位置を判断
し始めて、判断結果を生成する。ここで、判断結果が先に記録した記録結果と異なる場合
、清掃ロボットは、判断結果に基づいて記録結果を更新する。例えば、ユーザーが新たな
標示体を加えた、または標示体を変更もしくは取り除いた後に、判断機能が起動された場
合、清掃ロボットは、その変化した状況に応じて記録結果を更新することができる。
【００５９】
　一実施形態において、ロック機能が起動され、判断機能は起動されていないときに、標
示体の位置が変更され、かつその位置が変更された標示体が先に定められた特定領域に位
置している場合、清掃ロボットは標示体を障害物とみなす。
【００６０】
　一実施形態において、清掃ロボットは消去機能を備える。消去機能が起動されると、清
掃ロボットが先に記録した記録結果が消去される。この場合、清掃ロボットは標示体の位
置を再び検出および記録する。
【００６１】
　別の実施形態において、清掃ロボットは編集機能をさらに備える。編集機能が起動され
ると、先に記録された記録結果を編集できるようになる。例えば、コンピュータ装置を使
用したり、または直接清掃ロボットのコントローラボタンを押したりすることによって、
ユーザーは、先に記録された記録結果を編集することができる。
【００６２】
　図６は、掃除ロボットの制御方法の第２の例示的な実施形態を示すフローチャートであ
る。先ず、標示体の位置が検出および記録されて、記録結果が生成される（ステップＳ４
１０）。標示体の位置が検出されると、清掃ロボットは、その移動経路を記録して、マッ
プ情報を生成する。一実施形態においては、ユーザーが、清掃ロボットの記録結果および
マップ情報を直接または間接的に変更する。例えば、ユーザーは、コンピュータ装置によ
り清掃ロボットにマップ情報を入力する。この実施形態では、清掃ロボットは、単にマッ
プ情報中の標示体の位置に印を付けるだけである。
【００６３】
　次いで、記録結果に基づき、障害物回避経路が計画される（ステップＳ４２０）。同様
に、ユーザーは、障害物回避経路を直接または間接的に変更することができる。そして、
ロック機能が起動されたか否かが判断される（ステップＳ４３０）。ロック機能が起動さ
れている場合、清掃ロボットは、障害物回避経路に基づいて移動する（ステップＳ４４０
）。このとき、標示体が取り除かれても、清掃ロボットは、標示体の位置を記録している
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ため、標示体がもともと置かれていた領域を回避することができる。
【００６４】
　ロック機能が起動されていない場合、清掃ロボットは、清掃動作を実行すると共に標示
体が存在するかを検出するよう制御される（ステップＳ４５０）。標示体が検出された場
合、清掃ロボットは、検出された標示体が新たな標示体であるかを判断する（ステップＳ
４６０）。検出された標示体が新たな標示体でない場合において、当該検出された標示体
が元の位置から取り除かれているときには、当該検出された標示体の位置に関する情報が
更新され、障害物回避経路が再計画される（ｒｅ－ｐｌａｎｎｅｄ）（ステップＳ４７０
）。検出された標示体が新たな標示体である場合は、当該新たな標示体の位置が記録され
（ステップＳ４８０）、障害物回避経路が再計画される。
【００６５】
　上述したように、清掃ロボットのロック機能が起動されると、清掃ロボットは、先に記
録した記録結果に基づいて清掃動作を実行する。清掃ロボットは、標示体の位置を記録す
るため、標示体が取り除かれても、標示体がもともと置かれていた領域を回避する。
【００６６】
　以上のことから、本発明によれば、標示体はある特定の領域に固定される必要はなく、
また、ユーザーは標示体を１度設置するだけでよい。よって、ユーザーの家の内装の装飾
および外観が損なわれることがない。また、標示体が１つしかない場合は、その標示体を
繰り返し使用することで多数の特定領域（清掃を要する領域または要しない領域）を定め
ることができ、使用の利便性が高まる。
【００６７】
　以上、本発明の例示的および好ましい実施形態を説明したが、本発明は開示された実施
形態に限定されることはないと理解されるべきである。それとは反対に、本発明は、（当
業者には明らかであるような）各種変更および類似のアレンジをカバーするよう意図され
ている。したがって、添付の特許請求の範囲は、かかる変更および類似のアレンジが全て
包含されるよう、最も広い解釈が与えられなければならない。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明の清掃ロボットの制御システムおよび制御方法は、標示体をある特定の領域に固
定する必要がなく、またユーザーが標示体を１度設置するだけでよい。したがって、本発
明の清掃ロボットの制御システムおよび制御方法を採用することで、ユーザーの家の内装
の装飾および外観が損なわれることがなく、また、標示体が１つしかない場合であっても
、その標示体を繰り返し使用することで多数の特定領域を定めることができ、利便性の向
上を図ることができる。
【符号の説明】
【００６９】
１００，２００Ａ，２００Ｂ　　　　　　　　掃除ロボットの制御システム
１１０，２１０～２１４，２２１，２２２　　標示体
１３０，２３０Ａ，２３０Ｂ　　　　　　　　清掃ロボット
１５０，１５１，２５１，２４１，２４２　　領域
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